
議案
番号

件名 概要 担当課名

第８７号
人権擁護委員の推薦
について

人権擁護委員は、人権擁護委員法の規定により、市長が議会の意見を聞
いて候補者を推薦し、法務大臣が委嘱する。

水村光行氏の任期が令和６年６月３０日で満了となることから、津田悦子氏
を推薦する。

やさしさ
支援課

第１０２号

鴻巣市特定教育・保
育施設及び特定地域
型保育事業の運営に
関する基準を定める
条例の一部を改正す
る条例

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法
律の整備に関する法律により、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合
的な提供の推進に関する法律が改正され、これに伴い特定教育・保育施設
及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に
関する基準が改正されたことから、当該基準に準じて定めている条例中の項
番号及び文言を改めるもの

保育課

第１０６号

鴻巣市重度心身障害
者医療費支給に関す
る条例の一部を改正
する条例

令和５年４月１日に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する
ための法律が改正され、介護保険施設等が新たに居住地特例の対象とな
り、障害者支援施設と同様に扱われることから、対象となった施設について
は、重度心身障害者医療費においても障害者支援施設と同じ住所地特例を
適用するため、所要の改正を行うもの。併せて他の都道府県又は市区町村
が実施する乳幼児、重度心身障害者又はひとり親家庭等に対する医療費助
成を受けている場合は、助成の対象外とする旨を明記するもの

障がい福
祉課

第１０９号
鴻巣市立学校設置及
び管理条例の一部を
改正する条例

教育委員会では、平成２７年に「鴻巣市立小・中学校の適正規模及び適正
配置に関する基本的な考え方」を策定し、市内小中学校の適正規模及び適
正配置に取り組んできた。

小谷小学校については、これまで、全ての学年が単学級であり、全校で６
学級の小規模校として学校運営してきたが、今後は、入学児童数が１桁まで
減少するなど、学校規模は、より小規模化していくことが見込まれている。

このことから、基本的な考え方における存置の基準に基づき、児童の将来
に向けたより良い教育環境を提供するため、隣接する箕田小学校、赤見台
第二小学校、吹上小学校へ通学区域を見直すこととし、令和７年３月３１日を
もって小谷小学校を閉校とするもの

教育総務
課

第１１２号
鴻巣市体育施設条例
の一部を改正する条
例

鴻巣市立総合体育館のアリーナ、剣道場、柔道場及び卓球場に冷暖房設
備が設置されたことに伴い、令和６年４月１日以後の当該設備の利用料金を
新たに設定するもの

スポーツ
課

第１１８号
鴻巣市空家等対策協
議会条例の一部を改
正する条例

令和５年６月１４日に空家等対策の推進に関する特別措置法が一部改正さ
れたことに伴い、条例において引用している条番号を改めるもの

建築住宅
課

第１１９号
市道の路線の廃止に
ついて

市道の路線の廃止３路線。市有財産処分に伴う１路線及び道路台帳の見
直しを行った結果、一般交通の用に供する道路ではないことが判明した２路
線を廃止するもの

道路課

第１２０号
市道の路線の認定に
ついて

市道の路線の認定７路線。開発道路の帰属に伴う１路線、認定路線の廃止
に伴い再認定する２路線、道路台帳の見直しを行った結果、位置指定道路
が開発行為に伴い通り抜け道路となっていたことが判明した３路線及び市に
寄附されていたことが判明した１路線を認定するもの

道路課

第１２１号

鴻巣市下水道事業に
地方公営企業法の一
部を適用する条例及
び鴻巣市下水道事業
の設置等に関する条
例の一部を改正する
条例

農業集落排水事業に地方公営企業法の一部を適用するため、関係条例
について所要の改正を行うとともに、附則において鴻巣市農業集落排水事
業特別会計条例を廃止するもの

（１）鴻巣市下水道事業に地方公営企業法の一部を適用する条例の一部改
正

農業集落排水事業に地方公営企業法の一部を適用するため、対象事業
に、農業集落排水事業を追加するもの

（２）鴻巣市下水道事業の設置等に関する条例の一部改正
地方公営企業法の一部を適用する農業集落排水事業を下水道事業の範

囲に追加するとともに、農業集落排水事業の排水処理区域及び排水人口を
定めるもの

経営業務
課
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第１２２号
鴻巣市国民健康保険
税条例の一部を改正
する条例

全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法
等の一部を改正する法律の施行に伴う地方税法施行令の一部改正により、
所要の改正を行うとともに、国民健康保険税率の改正を行うもの

【主な改正内容】
（１）産前産後期間の保険税の免除措置

出産予定又は出産した国民健康保険の被保険者に係る保険税の所得割
額及び均等割額のうち、対象期間の月分の額を減額する。
　ア　単胎妊娠の場合の対象期間
　　出産予定日又は出産日の属する月の前月から４か月の間
　イ　多胎妊娠の場合の対象期間
　　出産予定日又は出産日の属する月の３か月前から６か月の間

（２）国民健康保険税率の改正
　 ア　所得割額
　　　・医療分　　　　　 ６．９０％⇒６．８０％（△０．１０％）
　　　・後期支援金分　２．３０％⇒２．７５％（＋０．４５％）
　　　・介護分　　　　　 ２．２０％⇒２．４０％（＋０．２０％）
      合計所得割税率を１１．４０％から１１．９５％（＋０．５５％）に改正する。
　 イ　均等割額
　　　・医療分　　　　　 ２７，０００円⇒２７，５００円（＋５００円）
　　　・後期支援金分　１３，０００円⇒１６，０００円（＋３，０００円）
　　　・介護分　　　　　 １６，０００円⇒変更なし
      合計均等割額を５６，０００円から５９，５００円（＋３，５００円）に改正する。

国保年金
課

第１２４号
鴻巣市消防団条例等
の一部を改正する条
例

消防団員が減少する中、災害時の出動体制を確保し、組織力の強い消防
団を維持するため、消防団の再編を予定していることから、団員の定数を改
正し、併せて団員の処遇改善を行うため、関係条例について所要の改正を
行うもの

（１）鴻巣市消防団条例の一部改正
実員数に見合った基本団員に加え、基本団員経験者や学生で構成する機

能別団員の制度を新設し、消防団員の定数を４４１人から３５７人（基本団員３
２７人、機能別団員３０人）に改正するもの

（２）鴻巣市消防団給与条例の一部改正
団長を除く全階級の月額報酬の額が県内平均未満であるため、県内平均

以上になるよう一律１，７００円増額するもの

（３）鴻巣市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部
改正

本市独自の制度である入団から１年以上５年未満で退職した消防団員に
対し支給している退職報償金を廃止するもの

危機管理
課

公の施設の指定管理者の指定について　※別紙
議案第８８～１０１号、第１０３～１０５号、第１０７号、第１０８号、第１１０号、第１１１号、第１１３～
１１７号、第１２３号


